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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第72期

第３四半期
累計期間

第73期
第３四半期
累計期間

第72期

会計期間
自平成27年１月１日
至平成27年９月30日

自平成28年１月１日
至平成28年９月30日

自平成27年１月１日
至平成27年12月31日

売上高 （千円） 26,343,557 26,212,354 36,134,100

経常利益 （千円） 403,232 548,006 929,230

四半期（当期）純利益 （千円） 63,640 118,863 341,067

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,741,625 1,741,625 1,741,625

発行済株式総数 （株） 7,033,000 7,033,000 7,033,000

純資産額 （千円） 3,773,211 4,090,348 4,053,442

総資産額 （千円） 13,266,856 12,978,622 13,790,658

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 9.05 16.90 48.49

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 5.00 6.00 10.00

自己資本比率 （％） 28.4 31.5 29.4

 

回次
第72期

第３四半期
会計期間

第73期
第３四半期
会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 9.34 27.34

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

　　　　　は記載しておりません。

　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

   　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、基調としては緩やかな回復を続けているものの、海外経済の不確

実性の高まりを背景とした円高・株安の中、企業収益の悪化等を通じて景気は下振れしやすい状況にあります。

外食業界におきましても、個人の消費マインドは低調に推移している中、原材料価格の高止まりに加え人材不足

による人件費の上昇等により、経営環境は厳しさを増しております。

このような状況の下、当社は「お客様の感動満足」を起点とした更なる会社の成長の実現に向け、より付加価値

の高い分野の業容拡大並びに構造変革など、当社事業の強みを活かした運営基盤の強化に取り組むとともに、食に

対する安心・安全の追求及びお客様に最高の商品・サービス・環境をご提供できる店づくりを心がけてまいりまし

た。

当第３四半期累計期間における出店は、気軽に美味しい魚料理をリーズナブルに楽しめる海鮮居酒屋「魚盛」、

素材・油・衣にこだわる新業態「串揚げ いちまる」を出店するなど、ゴルフ場レストランを含め計10店舗を新規

に出店しました。また、既存の店舗をワインバール「ヴィッラ ビアンキ」、郷土の地酒と肴を愉しむ日本酒居酒

屋「虎連坊」、高品質のドラフトビールと迫力あるグリル料理が楽しめるビア＆グリルダイニング「ＴＨＥ ＯＬ

Ｄ ＳＴＡＴＩＯＮ」に業態変更する一方で、11店舗を閉店し、当第３四半期会計期間末の店舗数は259店舗（業務

運営受託店舗５店除く）となりました。

当第３四半期累計期間における業績につきましては、売上面では「倶楽部ダイナック（顧客会員カード）」のＷ

ＥＢ会員登録キャンペーン等の様々な販売促進活動を行ったものの、売上高は26,212百万円（前年同期比0.5％

減）となりました。

利益面では、原材料価格の高止まり、人材不足による人件費の上昇及び新店舗システムの導入費用などの影響が

ある一方で、入居ビル立替えによる店舗立退き補償金の受入もあり、経常利益は548百万円（前年同期比35.9％

増）、四半期純利益は118百万円（前年同期比86.8％増）となりました。

当該事業の形態別業績は以下のとおりです。

レストラン・バーの売上高は23,629百万円（前年同期比0.6％減）、売上総利益は2,925百万円（前年同期比

2.1％増）となりました。

ケータリングの売上高は732百万円（前年同期比7.6％増）、売上総利益は37百万円（前年同期比0.8％減）とな

りました。

その他の売上高は1,849百万円（前年同期比1.9％減）、売上総利益は285百万円（前年同期比3.7％減）となりま

した。
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（２）財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は12,978百万円となり、前事業年度末と比べ812百万円の減少となりま

した。その主な増減内容につきましては、以下のとおりです。

流動資産は、前事業年度末と比べ549百万円の減少となりました。これは主に売掛金が380百万円、現金及び預金

が164百万円それぞれ減少したことによるものです。

固定資産は、前事業年度末と比べ262百万円の減少となりました。これは主に、建物が147百万円、敷金及び保証

金が80百万円それぞれ減少したことによるものです。

負債は、前事業年度末と比べ848百万円の減少となりました。これは主に借入金が740百万円増加した一方で、買

掛金が970百万円、未払費用が527百万円それぞれ減少したことによるものです。

純資産は、前事業年度末と比べ36百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金が41百万円増加したことに

よるものです。

この結果、自己資本比率は前事業年度末より2.1ポイント増加の31.5％となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,033,000 7,033,000
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数100株

計 7,033,000 7,033,000 － －

 
 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成28年７月１日～

平成28年９月30日
－ 7,033,000 － 1,741,625 － 965,175

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

（平成28年９月30日現在）
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）(注)１ 普通株式       200 － －

完全議決権株式（その他）   (注)２ 普通株式 7,032,000 70,320 －

単元未満株式               (注)３ 普通株式       800 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 7,033,000 － －

総株主の議決権 － 70,320 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。

　　　２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株含まれております。

　　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数14個が含まれております。

　　　３．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54株が含まれております。

 

②【自己株式等】

（平成28年９月30日現在）
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ダイナック
東京都新宿区新宿

一丁目８番１号
200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成28年７月１日から平成28

年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年１月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期財務諸表

について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

 　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年12月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 598,392 433,419

売掛金 2,125,439 1,744,808

商品 63,706 50,176

原材料及び貯蔵品 224,486 198,194

その他 627,197 663,182

貸倒引当金 △16,000 △16,000

流動資産合計 3,623,223 3,073,781

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,792,003 3,644,040

その他（純額） 602,070 614,696

有形固定資産合計 4,394,073 4,258,737

無形固定資産 134,518 155,437

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,857,062 4,776,653

その他 1,085,207 928,010

貸倒引当金 △303,427 △213,998

投資その他の資産合計 5,638,842 5,490,666

固定資産合計 10,167,435 9,904,840

資産合計 13,790,658 12,978,622
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年12月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,581,986 1,611,605

短期借入金 172,500 1,735,000

1年内返済予定の長期借入金 855,000 155,000

未払法人税等 354,000 237,000

未払費用 2,245,712 1,717,808

賞与引当金 － 236,000

役員賞与引当金 16,450 20,625

資産除去債務 21,008 14,784

その他 980,885 729,247

流動負債合計 7,227,543 6,457,071

固定負債   

長期借入金 597,500 475,000

退職給付引当金 1,080,549 1,144,200

資産除去債務 772,669 753,047

その他 58,954 58,954

固定負債合計 2,509,673 2,431,202

負債合計 9,737,216 8,888,274

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,741,625 1,741,625

資本剰余金 965,175 965,175

利益剰余金 1,333,503 1,375,006

自己株式 △331 △331

株主資本合計 4,039,971 4,081,474

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,470 8,873

評価・換算差額等合計 13,470 8,873

純資産合計 4,053,442 4,090,348

負債純資産合計 13,790,658 12,978,622
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 26,343,557 26,212,354

売上原価 23,145,277 22,964,296

売上総利益 3,198,280 3,248,057

販売費及び一般管理費 2,785,891 2,881,388

営業利益 412,389 366,669

営業外収益   

受取利息 788 661

受取配当金 191 206

受取補償金 6,357 190,037

その他 1,971 1,594

営業外収益合計 9,308 192,500

営業外費用   

支払利息 16,330 8,378

その他 2,134 2,785

営業外費用合計 18,465 11,163

経常利益 403,232 548,006

特別損失   

固定資産除却損 33,622 73,208

減損損失 29,706 22,749

店舗等撤退損失 66,331 112,250

その他 32,603 －

特別損失合計 162,263 208,208

税引前四半期純利益 240,968 339,797

法人税、住民税及び事業税 257,760 240,557

法人税等調整額 △80,432 △19,622

法人税等合計 177,328 220,934

四半期純利益 63,640 118,863
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【注記事項】

(会計方針の変更)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当第３四半期累計期間

　　　　　　　　　　　　　　（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第32号　平成28年６月17日）を第２四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

(追加情報)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当第３四半期累計期間

　　　　　　　　　　　　　　（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28

年法律第13号）」が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下

げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来

の32.1％から平成29年１月１日に開始する事業年度及び平成30年１月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時

差異については30.7％に、平成31年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5％

となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は29,579千円減少し、その他有価

証券評価差額金が204千円、法人税等調整額が29,783千円それぞれ増加しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 　　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

　　間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成27年１月１日
至 平成27年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成28年１月１日
至 平成28年９月30日）

減価償却費 536,556千円 532,844千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

　　 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年３月24日

定時株主総会
普通株式 35,164 5.0  平成26年12月31日  平成27年３月25日 利益剰余金

 平成27年８月３日

取締役会
普通株式 35,163 5.0  平成27年６月30日  平成27年９月15日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

　　 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年３月23日

定時株主総会
普通株式 35,163 5.0  平成27年12月31日  平成28年３月24日 利益剰余金

 平成28年８月２日

取締役会
普通株式 42,196 6.0  平成28年６月30日  平成28年９月20日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　　　　当社は店舗及びケータリングなどによる飲食提供を主な事業としており、外食事業以外に事業の種類がないた

　　　　め、セグメント情報については記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 ９円05銭 16円90銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 63,640 118,863

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 63,640 118,863

普通株式の期中平均株式数（株） 7,032,809 7,032,746

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成28年８月２日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　 (イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・42,196千円

　 (ロ)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・６円00銭

  (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・平成28年９月20日

　　 (注)　平成28年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 
 

平成28年11月７日
 

株式会社ダイナック
 

取締役会　御中
 
 
 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川﨑　洋文　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平田　英之　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 菱本　恵子　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ダイ

ナックの平成28年１月１日から平成28年12月31日までの第73期事業年度の第３四半期会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年１月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ダイナックの平成28年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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